
文化観光スポーツ部）　における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
観光振興
課

令和５年度観
光２次交通結
節点機能強化
事業（事前準
備）

令和6年1
月9日

18,501,000
株式会社オリエンタルコ
ンサルタンツ沖縄支社

沖縄県那覇市久茂地２丁
目２２番１０号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ2社から応募があった。その企画提案内容
等を選定委員会において審査したところ、プロ
モーション手法 に係る提案が評価され、総合
得点で最低基準点を上回ったため、契約の相
手方として選定した。

2
観光振興
課

令和５年度ク
ルーズ船２次
交通機能強化
支援事業

令和6年1
月13日

29,482,303
株式会社ジャンボツアー
ズ

沖縄県那覇市久茂地２丁
目１５番１０号久茂地BK
ビル

第167条の２
第１項第２号

　クルーズ業界の商習慣として、クルーズ船社
は社内の入札制度により、寄港地でのオプショ
ナルツアーやシャトルバス手配などのランドオ
ペレーター業務の発注先を選定しているため、
クルーズ船社ごとにバスを手配できるランドオ
ペレーター（旅行会社）が限定される。よって、
本県へのクルーズ船寄港時に循環バスを手配
できる事業者も特定されることから、本事業を
実施するためには株式会社ジャンボツアーズ
を契約相手として選定した。

特命随意
契約



文化観光スポーツ部）　における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

3
観光振興
課

能登半島地震
被災者受入支
援事業

令和6年1
月15日

119,076,000
一般財団法人沖縄観光
コンベンションビューロー

沖縄県那覇市字小禄１８
３１番地１

第167条の２
第１項第５号

　令和６年１月１日に発生した能登半島地震の
被災者を受け入れるため、「令和６年能登半島
地震被災者の受入方針」に基づき、緊急的な
対策として、宿泊費・交通費の負担軽減を図る
ための事業として予備費を充用し必要な予算
を確保した。本事業は、被害にあった県外の被
災者を緊急的に沖縄県で受入する事業であ
り、東日本大震災の際も同様な対応をしてい
る。
　そのため、東日本大震災の被災者受入支援
事業を受託した一般財団沖縄観光コンベンショ
ンビューローと意見交換を行いながら、能登半
島地震の被災者支援受入事業の実施に向け
た調整を行ってきた。県外の被災地から沖縄
県に避難してくる際に必要な宿泊費、交通費を
支援する金融的な事業であること、また、委託
事業者が実施する支援にあたっては県内の観
光事業者と多岐にわたる調整があること、さら
に、被災者支援については、公的な立場（民間
の営利事業者ではなく）での役割を求められる
ことなどを考慮し、円滑に本事業を実施するた
めには、入札により委託事業者を決定するの
ではなく、東日本大震災の際の被災者受入支
援事業の実績がある一般財団法人沖縄観光
コンベンションビューローを委託事業者として
実施することが唯一であると判断したため特命
随契とした。

特命随意
契約

4
博物館・美
術館

沖縄県立博物
館・美術館　美
術館シャッター
更新・修繕委託
業務

令和6年2
月20日

3,169,141
文化シャッターサービス
株式会社

東京都豊島区西巣鴨4－
14－5

第167条の２
第1項第2号

　本件シャッターは、開館時に文化シャッター
(株)が一括してパーツなども制作して設置した
ものである。
　今回の更新・修繕で交換が必要な部材も子
会社である同社でしか制作しておらず、他社製
品では取り換えを行うことができないことから、
本件委託業務を一体的に担える同社と特命随
意契約を締結した。

特命随意
契約



文化観光スポーツ部）　における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

5
交流推進
課

令和５年度多
文化共生推進
調査事業業務
委託

令和6年3
月1日

3,000,000
特定非営利活動法人
沖縄NGOセンター

沖縄県宜野湾市宜野湾
３丁目23番52号

第167条の２
第１項第２号

　本事業は県内の多文化共生社会の構築に
向け、県内に在住する外国人への支援に関す
る実態調査等を目的とするものである。
　今回プロポーザル方式により公募を行ったと
ころ、本県の多文化共生施策において委託実
績のある左記１社からの応募があり、企画提
案においても効果を期待できるものであったた
め、当該相手方を委託業者として選定した。


